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東京慈恵会 教務主任養成講習会について 

 
「東京慈恵会 教務主任養成講習会」は、２０１２年（平成２４年）６月より公益社

団法人 東京慈恵会が厚生労働省の教務主任養成講習会に準じるものとして承認を受

けて実施する事業です。 
 
当講習会は、２０１０年度（平成２２年度）に厚生労働省よりだされた教務主任養

成講習会ガイドラインを踏まえ、すぐれた講師陣の協力を得て充実した教育内容と効

果的なカリキュラムの展開により、明日の看護教育を担う質の高い教育管理者の養成

を目指します。 
 
本講習会を開催する地は日本の看護師養成発祥の地です。この地で学び、全国で 

看護教育を指導する中心的な人材を育成し看護教育の質の向上を目指します。 
 

 
１．目的 

看護師等養成所の教育管理者となる者に対して、養成所の運営・管理及び教員に

対する指導を行うために必要な専門知識・技術を修得させ、養成所における看護

教育の充実及び質の向上を図ることを目的とする。 
 

２．主催 
この事業は厚生労働省の教務主任養成講習会に準じるものとして承認を受け、 
公益社団法人 東京慈恵会が主催する。 
 

３．講習会場 
東京慈恵会医科大学 高木２号館 ６階 
住所 〒１０５－８４６１  

 東京都港区西新橋３－２５－８ 
 

４．開催期間・講義時間 
・開催期間 ２０１９年６月１日（土）～１２月７日（土） 

  ・夏期休暇 ８月中旬より１０日間（予定） 
・講義時間 午前９時３０分～午後４時３０分（月曜日～金曜日） 
      ※土曜日、日曜日、祝祭日を休講とする。 
・特別講義を行う場合はこの限りではない。 
・講師の都合により、講義を休講日に振り替えることがある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


